
　

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を

受
け
た
方
で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ

な
か
っ
た
額
を
翌
年
度
分
の
市
・
道
民
税

か
ら
控
除
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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平
成　

年
か
ら　

年
末
ま
で
に
入
居

２１

２５

し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用

を
受
け
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い

額
が
あ
る
方
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控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
最
初
の
年

は
、
必
ず
税
務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
年
か
ら
は
、
年
末
調
整
が
さ
れ
て

い
る
場
合
は
給
与
支
払
報
告
書
に
、
確
定

申
告
す
る
場
合
は
、
確
定
申
告
書
に
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
可
能
額
と
居
住
年
月

日
の
記
載
が
あ
れ
ば
、
市
へ
の
申
告
は
不

要
で
す
。

　

平
成　

年
か
ら　

年
末
ま
で
に
入
居
し

１１

１８

た
方
が
対
象
と
な
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

（
税
源
移
譲
の
経
過
措
置
）に
つ
い
て
も
、

平
成　

年
度
以
降
は
新
た
な
住
宅
ロ
ー
ン

２２

控
除
と
同
じ
計
算
方
法
を
適
用
で
き
る
た

め
、
給
与
支
払
報
告
書
や
確
定
申
告
書
に

控
除
可
能
額
と
居
住
年
月
日
の
記
載
が
あ

れ
ば
、
申
告
を
し
な
く
て
も
控
除
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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・
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額

の
う
ち
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ

な
か
っ
た
額

・
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税

退
職
所
得
金
額
、
課
税
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
の
５
％

　
（
最
高
９
万
７
千　

円
）

５００
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そ
の
年
ま
た
は
そ
の
年
の
３
年
前
ま
で

に
生
じ
た
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
失
を
上

場
株
式
等
の
配
当
所
得（
た
だ
し
、
分
離

課
税
を
選
択
し
た
も
の
に
限
る
）か
ら
控

除
で
き
ま
す
。

　

上
場
株
式
等
の
配
当
お
よ
び
譲
渡

益
に
対
す
る
軽
減
税
率　

％（
市
・
道

１０

民
税
３
％
、
所
得
税
７
％
）の
適
用

が
、
平
成　

年　

月　

日
ま
で
延
長

２３

１２

３１

さ
れ
ま
す
。
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配 偶 者
特別控除

配偶者控除・
扶 養 控 除所得税市・道民税収入額

受けられない受けられるかからない

かからない９７万円以下

均等割が
か か る

９７万円超
100 万円以下

均等割と
所得割が
か か る

100 万円超
103 万円以下

受けられる受けられないかかる103 万円超
141 万円未満
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������ ※収入額で１３０万円を超えると、社会保険の扶養にはなれません。
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　社会保険庁などの年金保険者は、年金記録の訂正や年金受給者か
らの請求などにより、公的年金を過去にさかのぼって支払した場
合、年金を受け取る方と市区町村に報告します。
　市はこの報告に基づき、過去の税額や今年の税額などについて再
計算を行い、変更となる方へは通知を行っています。

　さかのぼって支給された年金にかかる過去の分の市・道民税は、
１０月から始まった、公的年金からの特別徴収には含まれず、また口
座振替もできないため、送付した納付書により納めることになりま
すのでご注意ください。
　なお、年金記録の訂正理由など、年金の内容についての不明な点
は、年金保険者にお問い合わせください。

再計算の方法は

※年金額が再度訂正された場合はこの繰り返し。
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　個人の方が岩見沢市を含むすべての地方公共団体に、５,０００円を超えるふるさと納税（寄附）
をした場合、寄附金から５,０００円を引いた額について、所得税や市・道民税の控除を受けるこ
とができます。なお、この控除を受けるためには、寄附した翌年に申告が必要です。　
　市は引き続き、ふるさと納税
による寄附を受付しています。
制度の内容や申込方法など、詳
しくはお問い合わせください。
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申　告　に
必要なもの

申　告　先

寄附金受領証明
書、印鑑

申告する年の
１月１日現在に
お住まいの市区町村

確定申告しない方
（市・道民税のみで控除
を受ける方）

寄附金受領証明
書、確定申告に必
要な書類、印鑑

税務署
（所得税の確定申告
と一緒に申告）

確定申告する方
（所得税と市・道民税の
両方で控除を受ける方）
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